
下記のとおり見積徴収を行いますので、見積書を提出されるようお願いします。

物 件 名 等

注意事項

見 積 依 頼 書

見積提出期限

及 び 場 所

見積書宛名

納 入 期 限

１　指定日時までに提出されない場合は、見積をご辞退されたものと解釈させていただきま

　す。

２　会社にあっては社印、代表者印を、個人についても記名捺印をお願いいたします。

加賀市長　宮元　陸

介護福祉課納 入 場 所

落 札 方 法

第 0000046 号伺 番 号

介護保険負担割合証

加賀市役所　総務部　管財課

令和 6 年 日月4 25 11 時 30 分午前

令和 6 年 日月6 14

総価落札

加 賀 市 長

令和 年 月 日

(担当　総務部管財課)

5391
タイプライタ
 6      4     24 
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品 目 明 細

年 度

伺 番 号件 名 0000046

1/1

介護保険負担割合証

令和 年度6

印刷製本（単位：枚）

介護保険負担割合証

枚5,000

002-002-000



印 刷 仕 様 書 

 

                          市民健康部 介護福祉課 

件 名 介護保険負担割合証 

紙 質 別添（見本）のとおり 

印 刷 

※両面印刷 

※色は見本のとおり 

※レイアウト・ミシン目は見本と合わせること。 

納入後、見本と異なる場合は再納品することとする。 

規 格 見本のとおり 

形 状 見本のとおり 

数 量 ５，０００枚 校 正  要  

納入期限 令和６年６月１４日 納入場所 市民健康部 介護福祉課 

その他連絡事項 （校正担当課・係名 介護福祉課・介護保険グループ 担当者 中山） 

                               

 

 

※校正時、出来上がり見本印刷２０部ください。（試し印刷の為） 

 

 

 

 
※窓あき封筒の場合、窓の部分は「グラシン紙」または「植物を原料とするプラスチック」を使

用すること。 

※発注業務にかかる特許等を使用する場合は、受注業者において実施許諾を受けていること。な

お、受けている場合は許可番号を表示すること。 

※納入に際しては、事前に担当課の確認を受けた上で、納入場所へ納入し納品書に受領者印をも

らって管財課へお出しください（原稿及び見本は担当課に返してください）。 

※納入期限は厳守してください。 

 

5391
タイプライタ
　※現物見本は管財課にあります　
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庄
意
事
項

<
1
護
サ
ー
ヒ
ス
又
は
介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ヒ
ス
事
業
の
サ
ー
ヒ
ス
を
受
け
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
必
ず
こ
の
証
を
事
業
者
又
は
施
設
の
窓
口
に
提
出
し
て
く
た
さ
い

一
<
1
護
サ
ー
ヒ
ス
又
は
<
1
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ヒ
ス
事
業
の
サ
ー
ヒ
ス
仁
要
し
亢
費
用
の

つ
ち
「
適
用
期
間
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仁
応
じ
亢
「
利
用
者
負
担
の
割
合
」
欄
L
記
載
さ
れ
亢
割
合
分
の
金
額

を
お
支
払
い
い
た
だ
き
ま
す
(
居
宅
介
護
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援
サ
ビ
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及
ひ
介
護
予
防
支
援
サ
ー
ヒ
ス
の

刑
用
支
払
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あ
り
ま
せ
ん
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三
被
保
険
者
の
貪
格
が
な
く
な
た
と
き
又
は
こ
の
証
の
適
用
期
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終
了
年
月
日
仁
至
亢

と
き
に
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直
ち
に
こ
の
証
を
加
賀
市
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返
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
亢
転
出
の
届
出
を
す
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際
に
は
、
こ
の
証
を
手
え
て
く
亢
さ
い

四
こ
の
証
の
表
面
の
記
載
事
項
仁
変
更
力
あ
っ
亢
と
き
は
、
十
四
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以
内
に
、
こ
の
証
を
添
え

て
、
加
賀
市
に
そ
の
旨
を
届
け
出
て
く
亢
さ
し

五
孑
正
L
こ
の
証
を
使
用
し
た
者
は
刑
去
に
ょ
り
詐
欺
罪
と
し
て
懲
役
の
処
分
を
受
け
ま
す

六
利
用
時
支
払
額
を
三
割
(
「
利
用
者
負
担
の
割
合
欄
に
記
載
さ
れ
た
割
合
が
三
割
で
あ
る

場
合
は
四
割
と
す
る
措
置
給
付
額
咸
額
)
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
証
に
記
載
さ
れ

オ
利
用
者
負
担
の
割
合
よ
り
も
当
該
措
置
が
優
先
さ
れ
ま
す
。


